
ココが聞きたい！
マイナンバーカード

　　本人が寝たきりなどで市役所へ
行けない場合、どうやってカードを
申請したら良いの？

　　本人が病気や身体の障がいな
ど、やむをえない理由で交付場所に
行くことが難しい場合に限り、代理
人にカードの受け取りを委任できま
す。その場合、本人の本人確認書類
に加え、代理人の本人確認書類、代
理権者の確認書類（委任状や法定代
理人の場合は戸籍謄本など）、本人
の来庁が困難であることを証明する
書類（診断書や身体障がい者手帳な
ど）が必要となります。

　　マイナンバーカードをいつも持
ち歩いていても大丈夫なの？

　　マイナンバー制度は個人情報を
一元管理する仕組みではないため、
マイナンバーを知られても情報が芋
づる式に漏れることはありません。
　また、もしカードを紛失しても、
マイナンバー総合フリーダイヤル
（☎ 0120-95-0178）でいつでも
カードの一時利用停止ができます。

　マイナンバーカードについて、詳
しくはマイナンバーカード総合サイ
トをご覧ください。

▲

マイナンバーカード
　総合サイト

【問い合わせ】　戸籍住民課
☎ 22-9645　℻   22-9643
　 juumin@city.iga.lg.jp

　

８
月
３
日
㈪
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
な
ど
の
手
続
き
が
で

き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
セ
ン
タ
ー
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　
窓
口
で
申
請
の
お
手
伝
い
を
す
る

ほ
か
、市
内
の
事
業
所
、商
業
施
設
、

自
治
会
な
ど
へ
出
張
し
て
の
申
請
受

付
も
実
施
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
セ
ン
タ
ー
で
カ
ー

ド
を
申
請
す
る
と
き
は
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
と
手
続
き
が

ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】

　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀　

２
階

　
（
上
野
支
所
の
隣
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

【
開
設
時
間
】

　
平
日

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

【
問
い
合
わ
せ
】

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
セ
ン
タ
ー

　
☎
41
・
１
１
１
０

Ｑ．

Ｑ．

Ａ．

Ａ．

　
カ
ー
ド
の
裏
面
に
貼
る
こ
と
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
隠
す
こ
と
が
で
き
る
「
伊い

賀が

嵐ら
し

マ
イ
」
デ
ザ
イ
ン
の
情
報
保
護
シ
ー
ル
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

※
な
く
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

　
情
報
保
護
シ
ー
ル
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
！

○
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

　
自
宅
に
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）
が
届

い
た
ら
、
予
約
を
し
て
か
ら
本
庁
舎
ま
た

は
各
支
所
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
窓
口
に
持
参

す
る
。
窓
口
で
本
人
確
認
と
暗
証
番
号
を

設
定
す
る
と
カ
ー
ド
が
受
け
取
れ
ま
す
。

日
曜
日
も
カ
ー
ド
が
受
け
取
れ
ま
す

　

日
曜
日
に
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
た

め
の
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　
受
け
取
り
希
望
時
間
を
戸
籍
住
民
課

へ
予
約
し
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
と
こ
ろ
】　
本
庁
舎　
戸
籍
住
民
課

【
開
設
日
】

　
８
月
９
日
・
23
日
、
９
月
13
日
・
27
日

　
午
前
９
時
〜
正
午

※
10
月
以
降
も
開
設
を
予
定
し
て
い

　
ま
す
。 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド  

お
持
ち
で
す
か
？

こ
れ
か
ら
の
生
活
の
必
需
品

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

　
こ
れ
か
ら
広
が
る
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
法

◆
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
の
買
い
物
で

お
得
な
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

　
９
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
で
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で
買

い
物
を
す
る
と
、
最
大
５
，
０
０
０
円
分

の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
な
ど
で
利
用
で
き
、
お
得
に
買
い
物

が
で
き
ま
す
。

◆
健
康
保
険
証
と
し
て

使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す

　
令
和
３
年
３
月
か
ら
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
保
険
証
と
し
て
使
え
る
よ
う
に

な
る
予
定
で
す
。

　
就
職
や
引
っ
越
し
な
ど
を
し
た
際
、
保

険
証
の
切
替
手
続
き
の
ほ
か
、
高
齢
受
給

者
証
や
限
度
額
認
定
証
な
ど
の
書
類
の
持

参
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

　
申
請
方
法
は
？

◆
申
請
時
来
庁
方
式

　
申
請
時
に
必
要
な
も
の
を
す
べ
て
そ
ろ

え
、
窓
口
で
本
人
確
認
を
し
て
申
請
し
、

カ
ー
ド
は
郵
便
で
受
け
取
る
方
法
で
す
。

申
請
時
に
必
要
な
も
の

○
本
人
確
認
書
類　

２
点
（
顔
写
真
付
き

　
の
身
分
証
明
書
が
少
な
く
と
も
１
点
必

　
要
で
す
。）

○
通
知
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
通
知

　
し
た
時
の
紙
製
の
カ
ー
ド
）

○
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
場

合
）

○
顔
写
真（
縦
4.5
×
横
3.5
セ
ン
チ
で
正
面・

　
無
帽
・
無
背
景
の
も
の
）

◆
交
付
時
来
庁
方
式

　
郵
送
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
申

請
し
、
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
と
き
に
窓
口

で
本
人
確
認
を
す
る
方
法
で
す
。

○
郵
送
の
場
合

　

交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
顔
写
真
を
貼
り

付
け
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
交
付
申
請
書
が
な
い
場
合
、
戸
籍
住
民

課
や
各
支
所
で
受
け
取
る
か
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

○
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
場
合

①
ス
マ
ホ
で
顔
写
真
を
撮
影
。

②
ス
マ
ホ
で
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番

　
号
通
知
書
に
同
封
の
交
付
申
請
書
に
記

　
載
さ
れ
た
２
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
。

③
申
請
用
Ｗウ

ェ

ブ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
で
メ
ー
ル
ア
ド

　
レ
ス
を
登
録
。

④
申
請
者
専
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　
が
届
く
の
で
、
必
要
事
項
を
入
力
し
、

　
顔
写
真
を
添
付
す
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
顔
写
真
と
氏

名
・
住
所
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
る
カ
ー
ド
の
こ
と
で
す
。

　
カ
ー
ド
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
身
分
証

明
書
と
な
る
「
電
子
証
明
書
」
が
格
納
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
も
、
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る

こ
と
で
、
各
種
証
明
書
を
コ
ン
ビ
ニ
で
取

得
で
き
る
な
ど
、
便
利
な
カ
ー
ド
で
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
更
に
便
利
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

コ
コ
に
記
載

表

裏
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